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人で動かせる程度のゴミ）は、作業時間を勘案しつつ分別回収を行う。 
奈佐の浜以外の漂着ゴミについては、安全面や作業環境、作業時間等を勘案し、船外機

船等を使用した回収の可能性を検討する。 
 

 
 

 

図 12 回収場所のイメージ 

写真上：共通調査（枠内のゴミを回収）、写真下：独自調査（枠以外のゴミ(黄色の範囲)を回収）


